
令和７～10 年度　競争入札参加資格申請について  

 

　◆　『更別村』が発注する契約に係る競争入札又は見積合わせ等への参加

を希望される方は、入札参加資格審査申請を行い、資格があることの認

定を受ける必要があります。ただし、別表「申請者の資格要件」に合致

していなければなりません。  

 

１．資格の有効期間  

　　令和７年４月１日～令和１１年３月３１日  

 

２．申請者の資格要件  

　　別表「申請者の資格要件」を参照ください。  

 

３．申請の種類  

　　①建設工事関係  

　　②設計関係  

　　③物品調達等関係  

 

４．申請の方法  

　　今回の資格申請から、電子申請を導入します。  

　　申請される方は、原則、電子申請により申請してください。  

　　やむを得ず電子申請によることができない場合は郵送又は持参による申請を

認めますが、その場合でも可能な限り郵送での申請をお願い致します。  

　※メールで提出された申請書類は受理できませんので、ご注意ください。  

 

５．ＵＲＬ  

　　https://www.sarabetsu.jp/shigoto/nyusatsu/shikaku/r7/ 

　　村ホームページ「仕事・産業」⇒「入札」⇒「競争入札参加資格申請」  

 　　　　　　　　　⇒「令和7～ 10年度競争入札参加資格申請（定期）」  

 

６．申請の詳細  
 

受付方法

＜電子申請＞  

　 ５ ． の Ｕ Ｒ Ｌ に 掲 載され る「電 子申請リ ンク先」で 申請書類 のフ

ァイルをアップロードしてください。  

　詳細な手順は、別紙「電子申請手順書」を参照ください。
 ＜郵送又は持参＞  

７．の郵送先・持参場所へ郵送又は持参してください。
 

受付期間

令和７年１月１７日（金）午前８時３０分　～  

令和７年２月１７日（月）午後５時１５分  

※ 受 付 期 間 が 過 ぎ て からの 申請は 、いかな る理由であ ってもお 受け

できませんのでご注意ください。

 ＜電子申請＞受付期間内であれば２４時間申請可能です。  
＜郵送＞受付は２月１７日（月）必着分までとします。  
＜持参＞正午～午後１時、土・日曜、祝日を除きます。



 

７．問合せ先（郵送先・持参場所）  

　　　更別村役場　総務課　財政契約係  

　　　〒０８９-１５９５　北海道河西郡更別村字更別南１線９３番地  

　　　　電　話：０１５５－５２－２１１１  

　　　　ＦＡＸ：０１５５－５２－２８１２　Ｍａｉｌ：soumu@sarabetsu.jp

 

申請書類

【①建設工事関係】【②設計関係】  

　北海道公共工事契約業務連絡協議会が定める様式、添付書類  

【③物品購入等関係】  

　更別村独自様式、添付書類
 ※ 詳 細 は 、 ５ ． の Ｕ ＲＬに 掲載し ている「 必要書類一 覧表（建 設工

事関係・設計関係）（物品調達等関係）」を確認してください。  
※ ５ ． の Ｕ Ｒ Ｌ に 様 式のフ ァイル を掲載し ていますの でダウン ロー

ドしてお使いください。今回から全て押印は不要としています。  
　用紙の配布はいたしませんのでご了承ください。  
※郵送又は持参の場合の提出部数は各１部です。

 

受　　理

申 請 書 類 の 審 査 を 行 い、要件 を満た すと 認めたと きは、 電子 申請

の場合のみ「審査完了のお知らせ」メールを送付します。郵送又は持

参の場合は「受理票」等の交付や通知は行いません。  

不 足 書 類 が あ る と きは、 電子 申請の 場合は メール で連絡 し、郵 送

の 場 合 は 返 送 又 は 電 話 等 で 連 絡 し 、 持 参 の 場 合 は 「 不 足 書 類 確 認

書 」 を 交 付 し 、 い ず れも指 定期限 内の書類 提出をもっ て、電子 申請

の場合のみ「審査完了のお知らせ」メールを送付します。
 

資格登録

資 格 登 録 の 確 定 は ２月下 旬を 予定し ていま すが、 「審査 完了の お

知 ら せ 」 メ ー ル 以 外 に改めて登 録し た旨 の資格決 定通 知書 は送付い

たしませんのでご了承願います。 

な お 、 令 和 ７ ～ １ ０年度の競 争 入札参 加資 格 を有す る 者の 名簿は

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に村ホー ムペー ジに掲載 いたし ます ので、登

録内容の確認が可能です。
 

注意事項

＜電子申請＞  

　 ５ ． の Ｕ Ｒ Ｌ に エ クセル形 式で掲載し ている申 請書類は、 エクセ

ル形式のままアップロードしてください。  

　 そ の 他 の 申 請 書 類 は、書 面をスキャンし て ＰＤＦ フ ァイ ル化し 、

ア ッ プ ロ ー ド し て く ださい 。ＰＤ Ｆ形式の ものがある 場合はそ のま

まアップロードしてください。  

　 ア ッ プ ロ ー ド で き ない申 請書類 がある場 合は、申請 後に表示 され

る 画 面 を 印 刷 し た も のとア ップロ ードでき ない申請書 類を、７ ．の

郵 送 先 ・ 持 参 場 所 へ 郵送又 は持参 してくだ さい（令和 ７年２月 １７

日（月）必着）。
 ＜郵送又は持参＞  

【 ① 建 設 工 事 関 係 】と【② 設計 関係 】をそれ ぞれ 提出さ れる場合

は 、 別 々 の フ ァ イ ル に綴 って提 出してく ださ い。書類のホチキス止

めはしないでください。  
　 【 ③ 物 品 購 入 等 関 係 】はファイルに綴 る必要はありませ ん。（ク

リップ等で外れないようにしてください。）

mailto:soumu@sarabetsu.jp


別表　　　　　　　申請者の資格要件  

 

１．資格審査の申請ができない者  

①地方自治法施行令第１６７条の４（第１６７条の１１第１項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づき競争入札への参加を排除されている者  

②更別村の村税の滞納がある者  

③国税（法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税）の滞納がある者  

④更別村暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年更別村条例第１号）第

２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する者  

 

２．契約の種類による資格要件  

（１）建設工事  

①申請しようとする月 の初日現在において、建設業法（昭和２４年法律第１

００号）第３条第１項によ る許可を受けており、かつ、当該許可を受けて

から引き続き２年以上その事業を営んでいること。  

②資格審査の申請をす る日の１年７ヵ月前の日の直後の営業年度終了の日以

降に、建設業法による総合評定値の通知を受けていること。  

③令和４年度・令和５ 年度のいずれかの決算において、申請工種に対応する

完成工事高があること。  

④健康保険、厚生年金 保険、雇用保険の全てにおいて加入又は適用除外であ

ること。  

（２）設計  

①申請しようとする月 の初日現在において引き続き１年以上その事業を営み、

かつ、申請しようとする月 の前月末日からさかのぼって１年間にその事業

に係る売上高があること。  

② 建 設 工 事 の 設 計 の 申 請 を す る 者 は 、 建 築 士 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ ２

号）による一級建築士事務 所又は二級建築士事務所の登録を受けたもので

あること。ただし、建築設 備のみの設計を業とするものは、この限りでな

い。  

③測量の申請をする者 は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）による登録

を受けていること。  

④②及び③のほか、官 公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、

当該許可、認可、登録等を得ていること。  

（３）物品調達等  

①申請しようとする月 の初日現在において引き続き１年以上その事業を営み、

かつ、申請しようとする月 の前月末日からさかのぼって１年間にその事業

に係る売上高があること。  

②官公庁の許可、認可 、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、

登録等を得ていること。  



３．資格の消滅  

競争入札参加資格者が次のいずれかに該当したときは、当該競争入札参加資格

者の資格は消滅するものとする。  

①１．①、④に該当するに至ったとき。  

②２．の資格要件を欠くに至ったとき。  

③営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において当

該許可、免許、登録等を取り消されたとき。


